
一 般 質 問
（ 要 旨 ）

〇
可
　
決

▽
令
和
３
年
度
昭
島
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
５
号
）

▽ 

令
和
３
年
度
昭
島
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

１
号
）

▽
令
和
３
年
度
昭
島
市
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
１
号
）

▽	

令
和
３
年
度
昭
島
市
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）

▽	

令
和
３
年
度
昭
島
市
中
神
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
１
号
）

▽	

昭
島
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の

運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

▽	

令
和
２
年
度
昭
島
市
水
道
事
業
会
計
未
処
分
利
益
剰
余
金
の
処

分
に
つ
い
て

▽	

令
和
２
年
度
昭
島
市
下
水
道
事
業
会
計
未
処
分
利
益
剰
余
金
の

処
分
に
つ
い
て

▽
車
両
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠
償
額
の
決
定
に
つ
い
て

〇
認
　
定

▽
令
和
２
年
度
昭
島
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

▽	

令
和
２
年
度
昭
島
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

認
定
に
つ
い
て

▽	

令
和
２
年
度
昭
島
市
介
護
保
険
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定

に
つ
い
て

▽	

令
和
２
年
度
昭
島
市
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決

算
認
定
に
つ
い
て

▽	

令
和
２
年
度
昭
島
市
中
神
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入

歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

▽
令
和
２
年
度
昭
島
市
水
道
事
業
会
計
決
算
認
定
に
つ
い
て

▽
令
和
２
年
度
昭
島
市
下
水
道
事
業
会
計
決
算
認
定
に
つ
い
て

〇
同
　
意

▽ 

昭
島
市
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
き
同
意

を
求
め
る
こ
と
つ
い
て

〇
受
　
理

▽	

令
和
２
年
度
昭
島
市
一
般
会
計
継
続
費
精
算
報
告
書
の
報
告
に

つ
い
て

▽	

令
和
２
年
度
昭
島
市
下
水
道
事
業
会
計
継
続
費
精
算
報
告
書
の

報
告
に
つ
い
て

▽
令
和
２
年
度
昭
島
市
健
全
化
判
断
比
率
の
報
告
に
つ
い
て

▽
令
和
２
年
度
昭
島
市
資
金
不
足
比
率
の
報
告
に
つ
い
て

▽	

議
会
の
指
定
議
決
に
基
づ
き
専
決
処
分
し
た
和
解
及
び
損
害
賠

償
額
の
決
定
に
関
す
る
報
告
に
つ
い
て

※	

令
和
２
年
度
各
会
計
決
算
額
は
１
面
、
令
和
３
年
度
予
算
の
補

正
状
況
は
３
面
、
人
事
は
８
面
に
詳
細
を
掲
載
。

※
請
願
・
陳
情
の
審
議
結
果
は
７
面
に
掲
載
。

提

出

案

件

と

結

果
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質
問　

高
齢
者
や
障
害
者
な
ど

が
民
間
賃
貸
住
宅
へ
の
入
居
を

希
望
し
て
も
、
入
居
を
断
ら
れ

る
ケ
ー
ス
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

住
宅
確
保
要
配
慮
者

の
住
宅
確
保
が
課
題

と
な
っ
て
い
る
。
今

後
、
住
宅
確
保
要
配

慮
者
は
増
加
傾
向
に

あ
り
、
住
居
支
援
の

取
り
組
み
を
こ
れ
ま
で
以
上
に

市
と
し
て
推
進
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
。
①
市
の
セ
ー
フ
テ
ィ

ネ
ッ
ト
住
宅
の
登
録
件
数
に
つ

い
て
、
状
況
は
。
②
独
居
高
齢

者
、
精
神
障
害
者
へ
の
入
居
支

援
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い

る
の
か
。
③
住
宅
確
保
要
配
慮

者
に
対
し
て
居
住
支
援
を
行
う

団
体
等
に
よ
り
組
織
さ
れ
る
居

住
支
援
協
議
会
の
設
置
を
、
国

が
基
礎
自
治
体
に
促
し
て
い
る

が
、
そ
の
数
は
ま
だ
少
な
い
。

協
議
会
を
設
立
す
る
考
え
は
。

④
住
宅
確
保
要
配
慮
者
へ
の
入

居
相
談
や
生
活
支
援
を
担
う
居

住
支
援
法
人
と
、
福
祉
関
係
機

関
の
連
携
に
つ
い
て
、
現
状
は
。

答
弁　

①
今
年
の
８
月
時
点
で
、

民
間
賃
貸
住
宅
94
棟
862
戸
が
登

録
さ
れ
て
い
る
。
②
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
や
障
害
者
相
談

支
援
事
業
所
等
が
様
々
な
相
談

の
窓
口
と
し
て
の
役
割
を
担
っ

て
お
り
、
相
談
者
の
思
い
を
し

っ
か
り
と
受
け
止
め
る
中
で
、

入
居
支
援
を
含
め
、
適
切
な
支

援
に
努
め
て
い
る
。
③
住
宅
セ

ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
を
機
能
さ
せ

る
た
め
に
は
、
行
政
や
民
間
賃

貸
住
宅
の
家
主
の
み
な
ら
ず
、

様
々
な
情
報
を
持
っ
て
い
る
不

動
産
関
係
団
体
や
住
宅
確
保
要

配
慮
者
な
ど
に
対
し
て
支
援
を

行
う
居
住
支
援
法
人

等
が
重
要
な
役
割
を

担
う
も
の
と
認
識
し

て
い
る
。
先
進
市
に

お
け
る
取
り
組
み
状

況
な
ど
を
引
き
続
き

研
究
し
て
い
く
。
④
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
な
ど
が
必
要
に

応
じ
て
居
住
支
援
法
人
と
連
携

し
て
対
応
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
る

が
、
他
市
の
取
り
組
み
等
を
参

考
に
、
効
果
的
な
連
携
に
つ
い

て
検
討
し
て
い
く
。

変
動
に
よ
り
、
豪
雨
、
台
風
等

に
よ
る
風
水
害
が
多
く
発
生
し

て
い
る
。
豪
雨
等
の
際
に
発
生

す
る
内
水
氾
濫
に
つ
い
て
、
①

過
去
の
床
上
・
床
下
浸
水
の
発

生
状
況
は
。
②
台
風
な
ど
予
測

で
き
る
場
合
の
対
応
は
。
③
今

後
の
対
策
及
び
内
水

氾
濫
予
想
マ
ッ
プ
等

を
作
成
す
る
考
え
は
。

答
弁　

①
過
去
10
年

間
に
22
件
の
床
下
浸

水
が
発
生
し
た
。
②

浸
水
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
、
集

水
ま
す
の
清
掃
や
、
要
望
に
応

じ
た
土
の
う
の
配
付
等
を
行
っ

て
い
る
。
③
雨
水
管
理
総
合
計

画
の
策
定
に
着
手
し
て
お
り
、

計
画
的
に
、
雨
水
管
の
整
備
を

推
進
し
て
い
く
。
内
水
ハ
ザ
ー

ド
マ
ッ
プ
を
、
３
年
度
中
に
作

成
し
全
戸
配
布
す
る
予
定
と
な

っ
て
い
る
。

に
撤
回
を
求
め
る
考
え
は
な
い
。

②
こ
れ
ま
で
も
市
長
会
な
ど
を

通
じ
て
都
に
対
し
情
報
提
供
に

関
す
る
要
望
を
行
っ
て
お
り
、

引
き
続
き
保
健
所
等
と
の
連
携
・

情
報
共
有
を
図
る
中
で
感
染
防

止
対
策
に
努
め
る
。
③
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
関
す
る
相
談

に
対
し
て
は
保
健
師
が
対
応
し

て
お
り
、
引
き
続
き
、
相
談
者

に
寄
り
添
っ
た
対
応
に
努
め
て

い
く
。
④
準
備
が
で
き
次
第
、

貸
与
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

質
問　

地
方
行
政
に
お
け
る
デ

ジ
タ
ル
化
に
つ
い
て
、
①
国
は
、

各
自
治
体
に
お
け
る
シ
ス
テ
ム

の
独
自
の
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
を
原

質
問　

防
災
・
減
災
の
取
り
組

み
は
重
要
で
あ
る
。
①
避
難
行

動
要
支
援
者
に
つ
い
て
、
ど
の

よ
う
に
個
別
避
難
計
画
の
策
定

を
進
め
て
い
る
の
か
。
ま
た
、

具
体
的
に
福
祉
専
門
職
の
参
画

を
ど
の
よ
う
に
進
め
て
い
く
の

か
。
②
個
別
避
難
計
画
を
策
定

し
、
福
祉
避
難
所
を
対
象
者
の

み
受
け
入
れ
る
公
示
制
に
し
、

支
援
を
必
要
と
さ
れ

て
い
る
方
が
福
祉
避

難
所
へ
直
接
避
難
で

き
る
よ
う
に
す
る
考

え
は
。
③
様
々
な
情

報
に
簡
単
に
ア
ク
セ

ス
で
き
る
、
市
独
自
の
防
災
ア

プ
リ
を
導
入
し
て
は
。

答
弁　

①
計
画
作
成
の
担
い
手

と
な
る
福
祉
専
門
職
な
ど
の
確

保
等
の
課
題
も
あ
る
が
、
引
き

続
き
個
別
避
難
計
画
の
作
成
に

向
け
、
検
討
を
進
め
て
い
く
。

の
検
査
が
導
入
さ
れ
た
が
、
①

導
入
前
後
で
、
精
密
検
査
に
つ

な
が
る
人
数
は
変
化
し
た
の
か
。

②
ス
ポ
ッ
ト
ビ
ジ
ョ
ン
ス
ク
リ

ー
ナ
ー
の
導
入
に
関

す
る
周
知
を
強
化
し
、

３
歳
児
健
診
の
受
診

率
向
上
を
目
指
す
考

え
は
。

答
弁　

①
従
来
の
検

査
に
比
べ
弱
視
な
ど
の
発
見
率

が
高
い
状
況
に
あ
り
、
一
定
の

効
果
が
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。

②
機
会
を
捉
え
、
保
護
者
に
対

し
、
検
査
内
容
や
効
果
等
の
情

報
提
供
に
努
め
、
３
歳
児
健
診

の
受
診
率
向
上
に
努
め
て
い
く
。

②
ど
の
よ
う
な
避
難
者
対
策
が

有
効
と
な
り
、
ど
の
よ
う
な
取

り
組
み
が
可
能
と
な
る
の
か
、

引
き
続
き
検
討
し
て
い
く
。
③

防
災
ア
プ
リ
を
導
入
し
て
い
る

自
治
体
等
の
状
況
や
導
入
費
用

な
ど
を
参
考
に
調
査
・
研
究
し
、

災
害
発
生
時
の
効
果
的
で
効
率

的
な
情
報
伝
達
方
法
に
つ
い
て

検
討
し
て
い
く
。

質
問　

３
歳
児
健
診
の
視
力
検

査
は
、
見
る
力
が
発
達
す
る
こ

の
時
期
に
治
療
を
開
始
で
き
る

か
否
か
の
重
要
な
節
目
に
な
る
。

今
年
４
月
か
ら
３
歳
児
健
診
に

弱
視
を
早
期
発
見
で
き
る
ス
ポ

ッ
ト
ビ
ジ
ョ
ン
ス
ク
リ
ー
ナ
ー

質
問　

昭
島
の
お
い
し
い
水
道

水
に
つ
い
て
、
①
令
和
３
年
度

施
政
方
針
に
お
い
て
、
本
市
の

宝
で
あ
る
深
層
地
下
水
100
％
の

安
全
で
お
い
し
い
水
道
水
を
将

来
に
わ
た
っ
て
安
定
供
給
し
て

い
く
た
め
、
第
二
次
水
道
事
業

基
本
計
画
に
基
づ
く

施
策
の
着
実
な
推
進

と
経
営
基
盤
の
強
化

に
努
め
る
と
し
て
い

る
。
取
り
組
み
方
法

は
。
②
お
い
し
い
水

道
水
の
周
知
方
法
は
。
ま
た
、

水
道
史
を
作
成
す
る
考
え
は
。

③
深
層
地
下
水
利
用
の
経
緯
は
。

答
弁　

①
確
実
に
将
来
に
引
き

継
い
で
い
く
た
め
、
計
画
に
お

け
る
安
全
・
強
靭
・
持
続
の
３

つ
の
目
標
と
６
つ
の
基
本
方
針

の
実
現
に
向
け
て
着
実
に
取
り

組
ん
で
い
く
。
②
ボ
ト
ル
カ
バ

ー
の
配
布
や
給
水
ス
ポ
ッ
ト
設

置
等
、
様
々
な
手
法
や
機
会
を

捉
え
、
広
報
に
取
り
組
ん
で
い

る
。
水
道
史
の
作
成
は
、
今
後

の
課
題
と
し
て
研
究
し
て
い
く
。

③
市
域
や
近
隣
に
あ
る
深
井
戸

設
備
に
お
い
て
、
水
量
、
水
質

と
も
に
非
常
に
恵
ま
れ
た
水
源

で
あ
っ
た
こ
と
や
施
設
建
設
費

も
低
廉
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か

ら
深
層
地
下
水
を
水
源
と
し
た
。

質
問　

近
年
の
世
界
的
な
気
候

質
問　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

に
よ
る
自
宅
療
養
者
は
10
万
人

を
超
え
、
病
状
の
悪
化
に
よ
り

自
宅
で
亡
く
な
る
人
が
相
次
い

で
い
る
中
、
住
民
と
接
す
る
最

前
線
で
あ
る
自
治
体
の
役
割
は

大
き
い
。
自
宅
療
養
者
等
へ
の

支
援
に
つ
い
て
、
①

入
院
対
象
リ
ス
ク
の

高
い
人
に
入
院
を
限

定
し
、
そ
れ
以
外
の

人
を
自
宅
療
養
と
す

る
政
府
方
針
の
撤
回

を
。
②
多
摩
立
川
保
健
所
が
把

握
し
て
い
る
感
染
者
等
の
情
報

を
、
市
と
共
有
で
き
る
よ
う
改

善
す
べ
き
。
③
住
民
の
不
安
に

応
え
る
た
め
、
市
独
自
の
自
宅

療
養
者
支
援
相
談
電
話
窓
口
の

開
設
を
。
④
市
の
食
料
支
援
と

併
せ
、
パ
ル
ス
オ
キ
シ
メ
ー
タ

ー
や
体
温
計
を
貸
与
す
べ
き
。

答
弁　

①
現
時
点
で
政
府
方
針

則
禁
止
に
す
る
と
の
こ
と
だ
が
、

自
治
体
独
自
の
施
策
の
抑
制
に

つ
な
が
る
の
で
は
。
②
行
政
の

デ
ジ
タ
ル
化
に
伴
い
、
窓
口
が

な
く
な
っ
た
自
治
体
も
あ
る
と

聞
く
が
、
全
て
の
市
民
に
優
し

い
デ
ジ
タ
ル
化
と
す
べ
き
。

答
弁　

①
こ
れ
ま
で

も
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
の

原
則
禁
止
に
関
し
て

は
、
各
自
治
体
が
取

り
組
ん
で
き
た
と
こ

ろ
で
あ
り
、
国
の
方

向
性
は
正
し
い
も
の
と
考
え
る
。

②
全
て
の
市
民
を
取
り
残
さ
な

い
国
の
方
針
を
十
分
に
認
識
し

た
上
で
、
進
め
て
い
き
た
い
。

どんぐりみつけた
（緑ヶ丘公園）

日
本
共
産
党
昭
島
市
議
団	

奥
村	　

博		

議
員

自
宅
療
養
者
等
へ
の

支
援
の
強
化
に
つ
い
て
問
う

無

会

派	

南
雲	

隆
志		

議
員

昭
島
の
お
い
し
い
水
道
水
に
つ
い
て

内
水
氾
濫
に
つ
い
て

公
明
党
昭
島
市
議
団	

松
原	

亜
希
子	

議
員

防
災・減
災
の

取
り
組
み
に
つ
い
て

自
由
民
主
党
昭
島
市
議
団	

山
本	

一
彦		

議
員

住
宅
弱
者
へ
の

居
住
支
援
に
つ
い
て


